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「自動車登録業務等実施要領の制定について」の一部改正について（周知） 

 

 国土交通省より、標記について添付のとおり地方運輸局等宛て文書を発出し

たとの連絡がありましたので、お知らせいたします。 

各単位会におかれましては、会員への周知等ご協力くださるようお願いいた

します。 

 

 

【添付】 

・「自動車登録業務等実施要領の制定について」の一部改正について（令和元

年 6月 28日付） 

・自動車登録業務等実施要領 

・「自動車登録業務等実施要領の制定について」（平成１８年１月３０日付け自

動車局長通達国自第１６６号、国自整第２３２号）の新旧対照表 

 

  ※日行連ホームページの会員専用サイトでも周知いたします。   

    

以 上 

 




